
 

下請事業者との取引に関する調査に当たって【記入上のお願い】 
 
 
１．本調査は、下請法に定義されている「製造委託」「修理委託」「情報成

果物作成委託」及び「役務提供委託」の取引内容等について調査するも

のです。 
  したがいまして、貴社の購買部、経理部、法令担当部署等、下請取引

に関する責任部署の方が御記入下さいますようお願いします。 
 
２．調査票は、令和元年７月１２日（金）までに、御回答下さい。 

上記を過ぎて、提出がない場合は督促状を発送しますので、予め御承

知おきくださいますようお願いします。 
 
３．資本金の単位は、「万円」となっています。回答用紙及び下請事業者

名簿に記載する際は、留意願います。 
 
４．下請取引がない場合や事業活動を終了した場合であっても、回答用紙

の「第１ 貴社の概要」に記入し御提出下さい。 
 
５．回答内容については、中小企業庁又は各経済産業局の担当者が照会す

る場合がありますので、「本冊子」、作成した「回答用紙」の写し及び「下

請事業者名簿」の写しを２年間保存して下さい。 
 
 
以上、お忙しい中お手数おかけいたしますが、期限内に報告いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 
 
 
【下請取引調査事務局（コールセンター）】 
下請取引調査事務局は、中小企業庁が本調査に係る問い合わせ業務を 
委託して実施・運営しております。 
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